
島根県人権施策推進協議会の委員を公募します

人権尊重社会の実現を目指し、県民の皆様が家庭、職場、地域など日々の
生活の中で 感じておられるご意見を幅広く施策に反映するため、島根県人権
施策推進協議会においてご意見をいただける方を募集します。

１．委 員 の役 割

年２回程度開催（松江市内、平日）する協議会に出席し、島根県の人権施策
の推進に関する基本的な方向や、施策の在り方に関する重要事項について審
議していただきます。

２．募 集 人 数 １名
３．委 員 の 任 期

令和３年１０月１日から令和５年９月３０日まで（２年間）

４．報 酬 等
協議会の出席に応じ、県が規定する報酬及び旅費を支給します。

５．応 募 資 格
次の要件の全てに該当する方
(１)国・地方公共団体の議員・職員でないこと。
(２)県内に在住する満 20 歳以上の方。
(３)特定分野に偏ることなく人権課題全般に関心を持ち、公平かつ客観的な

視点から意見を述べることができる方。
(４)島根県人権施策推進協議会（年２回程度、松江市内、平日開催）に出席

できる方。
６．応 募 方 法

所定の応募申込書に必要事項を記入の上、以下の事項をテーマとした小論文
(800 字程度)を添えて、郵送、ファクシミリ、電子メール又は持参により応
募してください。
・応募申込書は、島根県人権同和対策課ホームページからダウンロードでき
ます。また、島根県人権同和対策課でも配布します。

・小論文の様式は任意（原稿用紙等に手書きされたものや、ワープロで印字
されたものも可）とします。

・小論文のテーマ「新型コロナウィルス感染症に関連した人権課題について」
・提出された応募用紙は返却しません。

７．募 集 期 間
令和３年７月２６日(月)～令和３年８月２６日(木)１７時必着

８．選 考 方 法
応募者から提出された書類及び面接により、島根県人権施策推進協議会公募
委員選考委員会が総合的に審査して選考します。
選考結果については、応募者全員に文書で通知します。

９．面 接
令和３年９月１６日(木)１０時００分～（１人当たり１５分程度）

(詳細は別途連絡します)

10．そ の 他
応募及び選考にかかる経費は、応募者の負担になります。

11．個 人 情 報
今回記入していただいた「個人情報」については島根県人権施策推進協議
会の公募委員の選定以外には使用しません。
また、島根県個人情報保護条例に基づき適切に取扱います。

《応募・お問い合わせ先》

〒６９０－８５０１

松江市殿町１２８番地 県庁東庁舎１ F
島根県環境生活部人権同和対策課 調整グループ

電話：０８５２－２２－５９００ FAX ：０８５２－２２－６１６６
電子メール：doutai@pref.shimane.lg.jp


